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第10-１図 

（Ｐ型受信機を用いる方式のもの） 

 Ｐ型受信機 

 Ｐ型発信機 

 表示灯 

 地区音響装置 

 差動式スポット型感知器 

 

 
定温式スポット型感知器 

 定温式スポット型感知器 

（防水型） 

 光電式スポット型感知器 

 終端抵抗 

№ 警戒区域番号 
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常用電源 

凡例 

 
Ｒ型受信機 

 
中継器 

 

第 10-2 図 

 

（R 型受信機を用いる方式のもの） 
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凡例 

 

 

 常用電源 

 

アナログ式 

受信機 

アナログ式感知機 

第 10-3 図 

 

（アナログ式受信機を用いる方式のもの） 



 
  鈴鹿市消防用設備等に関する審査基準 
第４章 消防用設備等の技術基準 

第１０ 自動火災報知設備 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バルコニー 

廊 下 

屋
外
階
段 

：床面積（警戒区域の面積） 

第 10-4 図 

 

4 面開放 

Ｌ 

Ｌ Ｌ 

Ｌ 

3 面開放 

Ｌ 

Ｌ 

Ｌ 

2 面開放 

Ｌ 

Ｌ 

2 面開放 

Ｌ 

Ｌ 

1 面開放 

Ｌ 

〔Ｌ：外気に面する 5ｍ未満の場所（      の部分）の例〕 

第 10-５図 
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5ｍ 

5ｍ 
警戒区域（600 ㎡以下） 

5ｍ 

第 10-６図 

 

 

 

 ：２階床面積＋天井裏の当該部分の床面積≦500 ㎡ 

 ：１階床面積＋天井裏の当該部分の床面積≦500 ㎡ 

第 10-７図 

 

2F 

1F 

 ：警戒区域 

天井裏 

天井裏 

：警戒区域 

 

第 10-８図 

 

 

 
600 ㎡以下 

600 ㎡以下 

600 ㎡以下 
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階数が２の場合の警戒区域の設定例） 

 

 

600 ㎡以下 

600 ㎡以下 
 

（注）階段の煙感知器は、 
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第 10-11 図 

 

：縦方向に抜けた部分（同一の警戒区域とすることができる。） 

：警戒区域 

 

階段 

２ 

250 ㎡以下 

１ 

250 ㎡以下 

250 ㎡以下 

250 ㎡以下 
３ 

第 10-12 図 
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抜
け 

 

 

 

 

2ｍ以上 

0.5ｍ 

以上 

0.5ｍ 

以上 

0.6ｍ以上 

（自立型） 

0.3ｍ 
以上 

0.3ｍ 
以上 

1ｍ以上 

（壁掛型） 

第 10-13 図 
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ＷＨ L 

ＭＣＣＢ又はＣS 

自動火災報知設備 

（一次取り専用回路） 

一般負荷 

第 10-14 図 
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電力需給用計量器 

電流制限器 

配線用遮断器 

カットアウトスイッチ（ヒューズ付） 

ＭＣＣＢ 

凡例 

居室 

 

収納庫 

天井裏 50 ㎝以上 

第 10-15 図 

 

無窓階 

客室 

廊下 

客室 

倉庫 リネン室 

客室 
就寝施設として用いる客室は、 

煙感知器を設置する。 
倉庫 

第 10-16 図 

 

（例１）⑸項イに掲げる防火対象物（無窓階以外の階） 

ユニットバス 
ユニットバス 

ユニットバス 

主幹ブレーカー 
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客   席  

厨   房  

厨房その他正常時において 

煙が滞留する場所として、 

定温式１種（防水型）を設置する。 

（例２）⑶項ロに掲げる防火対象物（無窓階）の厨房 

第 10-17 図 

 

 

喫煙による煙が滞留するような換気 
の悪い場所として、 

蓄積機能の有するものを設置する。 

（例３）⑵項ニに掲げる防火対象物の個室（無窓階以外の階） 

省令第 23 条第 5 項第３号の 2 の規定により、 

煙感知器又は熱煙複合式スポット型感知器を設けなければならない。 

第 10-18 図 
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著しく高温となる場所として、 

定温式（１種）を設置することができる。 

10ｍ 

ボイラー 

第 10-19 図 

図 

（例４）⑿項イに掲げる防火対象物（無窓階以外の階） 

省令第 23 条第４項第２号の規定により、取付け面の高さが 8ｍ以上 15ｍ未満の場合、 

差動式分布型、イオン化式スポット型１種若しくは２種又は光電式スポット型１種 

若しくは２種を設けなければならない。 

耐火構造 

パイプシャフト等(注) 

防 

配管 

(注)電気配線シャフトのうち配電盤若しくは分電盤が設けられているもの又は可燃物の収納により 

出火危険がある部分を除く。 

第 10-20 図 

耐火構造 

以外の構造 

パイプ 

シャフト等(注)

１㎡未満 

配管 

防 ：防火設備その他これと同等以上のもの 

第 10-21 図 

厨房 

冷凍庫 冷蔵庫 

温度異常警報装置 

警報装置

防災センター等 

第 10-22 図 
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耐火構造（天井裏に感知器がない場合） 

不燃材料以外 
不燃材料の場合
感知器は省略 

（その 1） 

耐火構造（天井裏に感知器がない場合） 

不燃材料以外 不燃材料以外の場合感
知器は必要 

（その 2） 

 

不燃材料以外 材料の種別にかかわら

ず感知器は必要 

（その 5） 

 

 

50 ㎝未満 

不燃材料以外 材料の種別にかかわ

らず感知器は必要 

（その 6） 

不燃材料以外 
不燃材料以外の場合 

感知器は必要 

（その 3） 

不燃材料以外 
不燃材料の場合

感知器は省略 

 

（その 4） 

50 ㎝以上 

 

50 ㎝以上 

50 ㎝未満 

不燃材料 
不燃材料の場合

感知器は省略 

（その 7） （その 8） 

不燃材料以外 材料の種別にかかわら

ず感知器は必要 

  

50 ㎝未満 

 

不燃材料の場合

感知器は省略 
 

（その 9） 

 

 

50 ㎝以上 

不燃材料以外の場合

感知器は必要 

（その 10） 

第 10-23 図 

不燃材料 
不燃材料 
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Ｈ 
ｈ 

（その１）傾斜形天井等の例 

Ｈ 
ｈ 

 

（その２）アーチ、ドーム形の天井等の例 

ｈ 
Ｈ 

 

（その３）のこぎり形天井等の例 （その４）越屋根天井等の例 

Ｈ 

ｈ 
 

 

第 10-24 図 

ｈ 

ルーフデッキ等 

第 10-25 図 

 

1.5ｍ以上 
 

1.5ｍ以上 

第 10-26 図 

ａの距離が１ｍ以上の場合は状況により 1.5ｍ以内

とすることができる。 

 

45°以上 

土台等 

第 10-27 図 



 
  鈴鹿市消防用設備等に関する審査基準 
第４章 消防用設備等の技術基準 

第１０ 自動火災報知設備 

 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

天井面 

0.3ｍ以内 

0.3ｍ以内 

はり等 

第 10-28 図 

0.4ｍ以上 

突出したはり等 

Ａ感知区域 Ｂ感知区域 

第 10-29 図 

0.4ｍ以上 1ｍ未満のはり等 

：第 10－３表に定める床面積 

第 10-30 図 

小区画に 

近接するように設ける 

0.4ｍ以上 

1ｍ未満のはり等 

小区画 

（5 ㎡以下） 

第 10-31 図 

：感知区域 
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3ｍ未満 

細長い居室等 

Ｌ：歩行距離 

取付け面の下方 0.4ｍ未満 

間仕切等 

：一の感知区域 

第 10-33 図 
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0.4ｍ 

未満 

一の感知区域 

主たる天井面 

（主たる天井面が高い場合の例） 

取
付
け
面
の
高
さ

 

（主たる天井面が低い場合の例） 

主たる天井面 

0.4ｍ 

未満 

一の感知区域 

取
付
け
面
の
高
さ

 

主たる天井面 主たる天井面 

取付ける感知器の個数が１個の場合は、 

主たる天井面のいずれかに設ける。 

一の感知区域 

0.4ｍ 

未満 

取
付
け
面
の
高
さ

 

第 10-34 図 


